
   田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応し、子どもを安心し

て育てることができる環境整備を行うため、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律

第 65 号)第 59 条の規定により実施する地域子ども・子育て支援事業及び保育対策

総合支援事業費補助金交付要綱(平成 29 年 8 月 3 日付け厚生労働省発子 0803 号第 2

号。以下「国要綱」という。)の対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内にお

いて補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第１７条第１項の規定

により設置された市内の幼保連携型認定こども園及び児童福祉法(昭和２２年法律

第１６４号)第７条の規定により設置された保育所を運営する事業者とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業内容及び要件は、別表のとおりとする。 

 （補助金の算定方法） 

第４条 補助金の算定方法は、別表の第１欄の各事業ごとに、第２欄に定める基準額

と第３欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄

附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定した合計額と

する。ただし、各事業ごとに選定した額に１,０００円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、田原市地

域子ども・子育て支援事業費等補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しな

ければならない。 

 （補助金の交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

必要に応じて調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の

決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、田原市地域子ど

も・子育て支援事業費等補助金交付決定通知書(様式第２号)により申請者に通知す

るものとする。 

 （交付の条件） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を行う場合は、次に掲げる条



件を付するものとする。 

(1) 交付対象事業に要する経費については、別表の第１欄の各事業を超えて配分

の変更を行うことはできない。 

(2) 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、市長の承認を受け

なければならない。 

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価５０万円以上の機械及

び器具については、市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けな

いで、この補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に

供し、又は廃棄してはならない。 

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その

収入の全部又は一部を市に返納させることがある。 

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら

なければならない。 

(7) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければなら

ない。なお、申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支

所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割

合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長は報告があった場合には、

当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(8) この補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成

するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及

び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、

事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は市長が別に定める期間を経過する日のい

ずれか長い日まで保管しておかなければならない。 

 （補助事業の変更等） 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止をしようとする

場合は、速やかに田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金変更交付申請書(様

式第３号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、補助金の交付の決定を



取消し、又はその決定の内容を変更することができる。 

（変更等の決定の通知） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消し、又はその決定の内

容を変更したときは、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金変更交付決定

通知書(様式第４号)により補助事業者に通知するものとする。 

 （概算払） 

第１０条 この補助金は、当該補助事業の完了後交付する。ただし、市長が特別の理

由があると認めたときは、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金概算払請

求書(様式第５号)に基づいて、その全部又は一部を概算払により交付することがで

きる。ただし、概算払の額に、１,０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。 

 （実績報告書の提出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して２０日

を超えない日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに田原市地域子ど

も・子育て支援事業費補助金等実績報告書(様式第６号)を市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、田原市地域子ども・子育て支援事業費

等補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の通知書を受領したときは、速やかに田原市地域子ど

も・子育て支援事業費等補助金請求書(様式第８号)を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の請求書の受領後３０日以内に補助金を補助事業者に支払うものと

する。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部を返還させることができる。 

 (1) 法令、例規、本要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。 

 (4) 実支出額が補助対象経費に比べて減少したとき。 

(5) 市長の承認を受けないで、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、



若しくは廃止したとき。 

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があっ

たとき。 

 （遅延利息） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定による処分により補助金の返還を命じられ、こ

れを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納額につき年１４.６％の割合で計算した遅延利息を納付しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めた場合は、遅延利息

の全部又は一部を免除することができる。 

（必要な指示等） 

第１６条 市長は、補助事業者に対して、補助事業に関して必要な指示をし、報告を

求め、又は検査をすることができる。 

 （その他） 

第１７条 特別の事情により、第４条、第５条、第８条及び第１１条に定める算定方

法及び手続によることができない場合には、あらかじめ市長の承認を受けてその定

めるところによるものとする。 

２ 補助事業者は、補助金の交付申請、変更交付申請及び実績報告の際には、別に定

めるところにより、その他市長が定める様式を提出すること。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１３条から

第１５条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則  

この要綱は、平成３０年３月１３日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年３月１日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年３月１２日から施行し、改正後の別表の規定は、令和２年１

月１６日から適用する。 



附 則 

 この要綱は、令和２年１０月２６日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１１月３０日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表（第３条、第４条関係） 

１事業 ２基準額 ３対象経費 

延長保育事業（「延長保

育事業の実施につい

て」（平成２７年７月

１７日雇児発０７１７

第１０号）の別紙に定

める延長保育事業の一

般型） 

１ 保育短時間認定（在籍児童１人当たり年

額） 

延長時間区分  

１時間 １８,８００円 

２時間 ３７,６００円 

 

２ 保育標準時間認定（１事業当たり年額） 

延長時間区分  

３０分 ３００,０００円 

１時間 １,６６５,０００円 
 

延長保育事

業の実施に

必要な経費 

一時預かり事業（「一時

預かり事業の実施につ

いて」（平成２７年７

月１７日２７文科初第

２３８号、雇児発０７

１７第１１号）の別紙

に定める一時預かり事

業の幼稚園型） 

１ 在籍園児分（３に該当する児童を除く。）

（児童１人当たり日額） 

(1) 基本分（平日の教育時間前後及び長期休

業日の利用） 

ア 年間延べ利用児童数２,０００人超の

施設  

(ｱ) 平日 ４００円 

(ｲ) 長期休業中(８時間未満) ４００円 

(ｳ) 長期休業中(８時間以上) ８００円 

イ 年間延べ利用児童数２,０００人以下

の施設  

(ｱ) 平日（１,６００,０００円÷年間延

べ利用児童数）－４００円 

（１０円未満切り捨て） 

(ｲ) 長期休業中(８時間未満) ４００円 

(ｳ) 長期休業中(８時間以上) ８００円 

(2) 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日

等の利用） ８００円 

(3) 長時間加算 

ア (1)ア(ｱ)及び(1)イ(ｱ)において４時

間（教育時間と合算する場合にあって

は、８時間）又は(1)ア(ｳ)、(1)イ(ｳ)

及び(2)において８時間を超えた利用の

場合 

(ｱ) 超えた利用時間が２時間未満 １５

０円 

(ｲ) 超えた利用時間が２時間以上３時

間未満 ３００円 

(ｳ) 超えた利用時間が３時間以上 ４

５０円 

イ (1)ア(ｲ)及び(1)イ(ｲ)において４時

間を超えた利用の場合 

(ｱ) 超えた利用時間が２時間未満 １０

０円 

(ｲ) 超えた利用時間が２時間以上３時

一時預かり

事業の実施

に必要な費

用 



間未満 ２００円 

(ｳ) 超えた利用時間が３時間以上 ３

００円 

(4) 保育体制充実加算 

１か所当たり年額１,４４６,２００円 

※次の①又は②の要件を満たした上で、

③及び④の要件を満たす施設に適用す

る。 

①平日及び長期休業中の双方において、

原則１１時間以上（平日については教

育時間を含む。）の預かりを実施して

いること。 

②平日及び長期休業中の双方において、

原則９時間以上（平日については教育

時間を含む。）の預かりを実施すると

ともに、休日において４０日以上の預

かりを実施していること。 

③年間延べ利用児童数が２,０００人超

の施設であること。 

④児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生

省令第１１号）附則第５６条第１項に

おいて読み替える第３６条の３５第

１項第２号ロ及びハに基づき配置す

る者（以下「教育・保育従事者」）を

全て保育士又は幼稚園教諭普通免許

状保有者とすること。また、当該教

育・保育従事者の数は２名を下ること

がないこと。 

(5) 就労支援型施設加算（事務経費） 

１か所当たり年額１,３８３,２００円 

※１ ※２③の配置月数（１月に満たない 

端数を生じたときは、これを１月とする。 

）が６月に満たない場合には、１か所

当たり年額を６９１,６００円とする。 

 ※２ 次の要件を満たす施設に適用する。 

①平日及び長期休業中の双方において

８時間以上（平日については教育時

間を含む。）の預かりを実施してい

ること。 

②田原市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年田原市条

例第１９号）第４２条に規定する連

携施設となっていること。 

③本事業の事務を担当する職員を追加 

で配置すること。 

２ 在籍園児以外の児童分（３に該当する児童

を除く。）（児童１人当たり日額） 



(1) 基本分 ８００円 

(2) 長時間加算（８時間を超えた利用） 

ア 超えた利用時間が２時間未満 １５０ 

円 

イ  超えた利用時間が２時間以上３時間

未満 ３００円 

ウ 超えた利用時間が３時間以上 ４５０ 

円 

３ 特別な支援を要する児童分（児童１人当た

り月額） ４,０００円 

※次のいずれかの要件を満たすと市長が

認める児童に適用する。 

①教育時間内において特別な支援を要す

る者として、既に多様な事業者の参入

促進・能力活用事業（認定こども園特

別支援教育・保育経費）、都道府県等に

よる補助事業等の対象となっている児

童 

②特別児童扶養手当証書を所持する児

童、身体障害者手帳、療育手帳又は精

神障害者保健福祉手帳を所持する児

童、医師、巡回支援専門員等障害に関

する専門的知見を有する者による意見

等により障害を有すると認められる児

童その他の健康面及び発達面において

特別な支援を要すると市長が認める児

童 

※ 公費支援の総額（１施設当たり年額）は、

１０,２２３,０００円を上限額とする。ただ

し、待機児童又は特別な支援を要する児童の

受入れ促進に資する措置(１(1)ア(ｳ)、１(1)

イ(ｳ)、１(3)、１(4)、１(5)、２(2)及び３

に係る基準額）を適用したことにより１０,

２２３,０００円を超えた場合は、この限り

でない。 

保育補助者雇上強化事

業（「保育人材確保事業

の実施について」（平成

２９年４月１７日雇児

発０４１７第２号）の

別添８に定める「保育

補助者雇上強化事業実

施要綱」による事業） 

１ 定員が１２１人未満の施設の場合  

１か所当たり年額 ２，２６４，０００円  

２ 定員が１２１人以上の施設の場合  

１か所当たり年額 ４，５２８，０００円  

 

保育補助者

雇上強化事

業を実施す

るために必

要な報酬、

給料、職員

手当等、賃

金、共済費、

需用費、役

務費、委託

料、使用料

及び賃借料 



保育環境改善等事業

（国要綱に定める新型

コロナウイルス感染症

対策支援事業） 

 

 

 

 

 

 

１か所当たり ５００,０００円 保育環境改

善等事業を

実施するた

めに必要な

経費として

次に掲げる

もの 

(1) 職員が

感染症対

策の徹底

を図りな

がら業務

を継続的

に実施す

るための

かかり増

し経費※

及び研修

受講費 

(2) 感染症

防止対策

の一環と

して、職

員個人が

施設及び

日常生活

において

必要とす

る物品等

の購入費 

(3) マスク、

消毒液等

の衛生用

品の購入

及び感染

防止のた

めの備品

の購入、

施設等の

消毒、感

染症予防

の広報、

啓発等に

係る経費 

※  職 員 が

勤務時間

外に施設

内 の 消



毒、清掃

等を行っ

た場合の

超過勤務

手当及び

感染症対

策に関す

る業務の

実施に伴

う 手 当

等、施設

の給与規

程等に基

づき職員

に支払わ

れる手当

等 の ほ

か、非常

勤職員を

雇用した

場合の賃

金 

 



様式第１号(第５条関係) 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付申請書 

 

                                年  月  日 

 

田原市長 殿 

 

                      所在地 

                  申請者 法人名 

                      代表者名             

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第５条の規定により次のとおり申

請します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

 

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容 

 

 

事 業 期 間 
着手（予定）     年  月  日 

完了（予定）          年  月  日 

 

補 助 金 交 付 申 請 額 

 

添 付 書 類 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付決定通知書 

  

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

             様 

                               

田原市長        印 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したの

で、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第６条の規定により通知しま

す。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

補 助 事 業 の 目 的 及 び 内 容  

事 業 期 間 
着手（予定）     年  月  日 

完了（予定）          年  月  日 

補 助 事 業 に 要 す る 経 費  

交 付 決 定 額  

交 付 条 件 
田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付

要綱による。 

 

 

 

 

 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金変更交付申請書 

 

  年  月  日 

 

田原市長 殿  

 

                       所在地 

                 補助事業者 法人名 

                       代表者名             

 

 

 次のとおり変更等をしたいので、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱

第８条の規定により申請します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

変 更 等 の 内 容 

 

変 更 等 の 理 由  

変 更 交 付 申 請 額  

添 付 書 類 

１ 申請額内訳書（変更交付申請用） 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

   



様式第４号（第９条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金変更交付決定通知書 

 

                                 第     号 

                                 年  月  日 

 

             様 

                               

田原市長        印 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり変更等を決

定したので、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第９条の規定により

通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

変 更 等 の 内 容 
 

変 更 等 の 理 由  

補 助 事 業 に 要 す る 経 費  

変 更 交 付 決 定 額  

交 付 条 件 
田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付

要綱による。 

 

  



様式第５号（第１０条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金概算払請求書 

 

  年  月  日 

 

田原市長 殿 

 

                        所在地 

                  補助事業者 法人名 

                        代表者名           

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第１０条の規定により次のとお

り補助金の概算払を請求します。 

 

交付決定（変更交付決定）額                       円 

概 算 払 請 求 額                       円 

添 付 書 類 

１ 申請額内訳書 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

 



様式第６号（第１１条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

田原市長 殿 

 

                       所在地 

                                  補助事業者 法人名 

                       代表者名             

 

 田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第１１条の規定により次のとおり

報告します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

補 助 事 業 実 施 期 間 
着手      年   月   日 

完了      年   月   日 

補 助 事 業 の 実 績 及 び 効 果  

補 助 金 の 交 付 決 定 額  

補 助 金 の 既 交 付 額  

補 助 金 の 精 算 額  

添 付 資 料 

１ 精算書 

２ 事業実績書 

３ 収支決算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

 

 



様式第７号（第１２条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

田原市長         印 

 

 

  年  月  日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり補助金の額

を確定したので、田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第１２条の規定

により通知します。 

 

 

補 助 年 度 

 

 

   年度 

 

補助金の名称 
田原市地域子ども・子育て支援事

業費等補助金 

確定の基礎となった事業費  

補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 額  

補 助 金 の 交 付 確 定 額  

 

  



様式第８号（第１３条関係） 

 

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金請求書 

 

  年  月  日 

 

田原市長 殿 

 

                     所在地 

               補助事業者 法人名 

                     代表者名               

   

田原市地域子ども・子育て支援事業費等補助金交付要綱第１３条の規定により次のとお

り補助金を請求します。 

 

補  助  金  確  定  額  

概 算 払 受 領 済 額  

差   引   請   求   額  

 


